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四
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…
四
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二

公
安
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員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
市
川
三
郷
山
梨
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

旧

二
・
〇
〜

一
三
五
・
〇

地
先
か
ら

四
・
四

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

地
先
ま
で

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

二
・
〇
〜

二
二
八
・
〇

地
先
か
ら

四
・
四

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
字
青
木
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

地
先
ま
で

二
・
〇
〜

二
三
七
・
〇

四
・
四

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

新

二
・
〇

二
二
八
・
〇

地
先
か
ら

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
字
青
木
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

四
一
一
号

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
西
は
ん
や
川

一
五
五
・
〇
平
成
二
十
五

道

一
六
四
六
番
の
一
地
先
か
ら

年
六
月
二
十

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
ひ
わ
た
志
ろ

七
日

道
下
一
五
二
八
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
十
八
日
ま

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

六
月
二
十
七
日

第
二
千
三
百
三
十
三
号

木　曜　日



で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

上
野
原
丹
波

上
野
原
市
棡
原
字
坂
本
一
二
九
一
九

九
九
・
〇
平
成
二
十
五

山
線

番
の
一
地
先
か
ら

年
六
月
二
十

上
野
原
市
棡
原
字
坂
本
一
二
九
三
四

七
日

番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
少
年
の
自
立
を
支
え
る
山
梨
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
岡
村
　
政
秋

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
山
梨
市
東
千
八
百
三
十
九
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
に
お
い
て
家
庭
環
境
に
恵
ま
れ
な
い
青
少
年
の
自
立
に
つ
い
て
、
行
政
や

地
域
社
会
を
含
め
、
そ
の
問
題
点
と
解
決
策
を
市
民
の
立
場
か
ら
考
え
、
援
助
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
青
少
年
の
た
め
の
居
場
所
を
作
る
こ
と
で
、
自
信
を
持
っ
て
社

会
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
キ
ッ
カ
ケ
を
提
供
す
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
活
動
を

通
し
て
、
貴
重
な
人
的
資
源
の
発
掘
と
活
用
を
広
く
社
会
に
も
た
ら
し
、
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の

創
造
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
大
月
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
穴
沢
九
七
五
の
二

天
野
忍

大
月
市
猿
橋
町
小
沢
字
与
市
村
五
二
四

小
沢
組

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
字
ま
き
や
一
〇
八
二
、
一
〇
八
四
、
一
小
俣
宗
則

〇
八
六
か
ら
一
〇
八
九
ま
で

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
大
懇
場
一
八
九
〇

天
野
一
郎

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
大
懇
場
一
八
九
六

平
井
求

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
大
懇
場
一
八
八
三

平
井
京
平

大
月
市
七
保
町
葛
野
字
千
駄
久
保
五
五
三
、
五
五
五
、
五
五
寳
林
寺

六
、
五
五
六
の
内
一
、
五
五
七
か
ら
五
六
二
ま
で

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

大
月
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
〇



（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

大
月
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
浅
川
字
大
沢
里
一
四
八
四

外
川
季
治

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
浅
川
字
湯
元
一
三
六
二

外
川
健
兒

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
浅
川
字
外
沢
一
五
〇
七
、
一
五
一
外
川
元
治

一
、
一
五
一
四
、
字
石
原
七
六
五
、
字
尾
祖
場
八
四
二

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
東
下
側
二
一
七

中
村
芳
夫

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
明
光
山
二
九
三
八
の
内
二
堀
内
弘
達

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

富
士
河
口
湖
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
八
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
長
浜
字
上
足
和
田
二
〇
六
五

梶
原
歌
吉

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
津
原
二
四
〇
五
の
二

三
浦
助
次
郎

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
津
原
二
三
七
〇
の
二

渡
辺
喜
久

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
津
原
二
三
六
八
の
二

渡
辺
喜
之

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
津
原
二
三
七
六
の
二

朝
比
奈
幾
太
郎
、
朝
比
奈
義
一
、

朝
比
奈
準
、
朝
比
奈
●
平
、
朝
比

奈
善
哉
、
朝
比
奈
照
吉
郎
、
朝
比

奈
登
、
朝
比
奈
●
雄
、
朝
比
奈
敏

博
、
朝
比
奈
信
美
、
朝
比
奈
光
雄
、

朝
比
奈
洋
一
、
朝
比
奈
芳
太
郎
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
一



朝
比
奈
與
一

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
九
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
丹
波
山
村
役
場
及
び
鳴
沢
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
東
山
三
六
二
八
・
三
六
三
四
（
以
上
木
下
静
子

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
六
三

五北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
落
瀧
三
二
七
三
の
二

法
興
寺

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
ト
ヤ
ク
ボ
三
八
四
四
の
内
一
（
次
の
船
木
考
男

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
火
の
口
二
九
七
三
の
五

久
島
好
一
郎

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
火
の
口
二
九
五
四
か
ら
二
九
五
六
ま
守
岡
謙
太
郎

で北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
ち
ノ
久
保
二
八
七
二
の
一

守
岡
恒
夫

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
阿
ま
免
平
二
九
一
四
の
四

守
屋
嘉
重

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
火
の
口
二
九
七
三
の
一
、
二
九
七
四
、
寳
藏
寺

二
九
七
五
の
一
、
二
九
七
六
の
一
、
二
九
七
七

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
源
太
川
一
四
〇
四
の
乙

守
岡
み
ど
り

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
水
木
草
里
四
二
三
の
四
二

渡
邊
孝
一
郎

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

丹
波
山
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

関
係
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
号

'

公
共
測
量
の
実
施

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
二



測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
七
日
付
け
で
山
梨
県
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を

実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
カ
ラ
ー
撮
影
、
数
値
図
化
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
及
び
中
央
市

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
付
け
で
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
数
値
図
化
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
及
び
甲
斐
市

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

別
表
第
一
中

「
六
〇

甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
四
番
四
八
号

池
田
農
協
前

五
九
・
一
一
・
一
五

先
（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
貢

告
示

川
千
塚
境
線
と
の
交
差
点
）

第
五
三
号

」

を「
六
〇

甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
四
番
四
八
号

池
田
小
学
校
入
平
成
二
五
年
六
月
二
七
日

先
（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
貢

口

告
示
第
八
〇
号

川
千
塚
境
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
二
六
一

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
一
、
一
一

医
大
正
門
前

平
七
・
二
・
二
〇

〇
番
地
先
（
町
道
昭
和
玉
穂
線
と
町

告
示

道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

第
九
号

」

を「
二
六
一

中
央
市
下
河
東
一
、
一
一
〇
番
地
先

山
梨
大
学
病
院
平
成
二
五
年
六
月
二
七
日

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
）

前

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
五

甲
州
市
塩
山
大
和
町
一
、
七
六
二
番

初
鹿
野
橋
北
詰
平
成
二
五
年
四
月
一
八
日

地
先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
と
の
十

告
示
第
四
八
号

字
路
交
差
点
）

」

を「
五

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
一
、
七
六
二

初
鹿
野
橋
北
詰
平
成
二
五
年
六
月
二
七
日

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
と
の

告
示
第
八
〇
号

十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
五
三

東
山
梨
郡
大
和
村
日
影
五
〇
五
番
地

鶴
瀬

平
八
・
一
二
・
一
九

先
（
国
道
二
〇
号
と
村
道
鶴
瀬
線
と

告
示

の
丁
字
路
交
差
点
）

第
六
一
号

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
三



「
五
三

甲
州
市
大
和
町
鶴
瀬
五
四
〇
番
地
二

鶴
瀬

平
成
二
五
年
六
月
二
七
日

先
（
国
道
二
〇
号
と
市
道
と
の
丁
字

告
示
第
八
〇
号

路
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「
七
一
七

市
道

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

大
型
自

終
日

甲
府
平
成
二
五
年
四
月
一

六
番
一
六
号
先
（
上
石

動
車
、

八
日

田
一
丁
目
交
差
点
）
か

大
型
特

告
示
第
四
八
号

ら
甲
府
市
上
石
田
一
丁

殊
自
動

目
八
番
八
号
先
（
国
道

車

五
二
号
と
市
道
と
の
丁

字
路
交
差
点
）
ま
で
の

間
（
二
四
五
メ
ー
ト
ル

）

」

を「
七
一
七

市
道

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

大
型
自

終
日

甲
府
平
成
二
五
年
四
月
一

六
番
一
六
号
先
（
上
石

動
車
、

八
日

田
一
丁
目
交
差
点
）
か

大
型
特

告
示
第
四
八
号

ら
甲
府
市
上
石
田
一
丁

殊
自
動

目
八
番
八
号
先
（
国
道

車

五
二
号
と
市
道
と
の
丁

字
路
交
差
点
）
ま
で
の

間
（
二
四
五
メ
ー
ト
ル

）

七
一
八

県
道
富

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖

車
両
（

平
成
二

富
士
平
成
二
五
年
六
月
二

士
河
口

町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾

路
線
バ

五
年
七

吉
田
七
日

湖
富
士

六
、
六
六
三
番
地
先
（

ス
、
大

月
一
二

告
示
第
八
〇
号

線
（
富

胎
内
洞
窟
入
口
交
差
点

型
バ
ス

日
一
七

士
ス
バ

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

、
マ
イ

時
か
ら

ル
ラ
イ

村
大
字
富
士
山
八
、
五

ク
ロ
バ

平
成
二

ン
）

四
五
番
地
の
一
先
（
富

ス
、
タ

五
年
七

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

ク
シ
ー

月
一
五

）
ま
で
の
間
（
二
四
、

、
ハ
イ

日
一
七

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

ヤ
ー
、

時
ま
で

軽
車
両

の
間

、
下
山

平
成
二

車
両
、

五
年
七

指
定
車

月
二
六

、
許
可

日
一
七

車
、
身

時
か
ら

体
障
害

平
成
二

者
等
乗

五
年
七

車
車
両

月
二
八

を
除
く

日
一
七

。）

時
ま
で

の
間

平
成
二

五
年
八

月
二
日

一
七
時

か
ら
平

成
二
五

年
八
月

二
五
日

一
七
時

ま
で
の

間

七
一
九

市
道

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
一

車
両
（

七
時
三

大
月
平
成
二
五
年
六
月
二

一
一
番
地
先
（
新
猿
橋

自
転
車

〇
分
か

七
日

西
交
差
点
南
側
）
か
ら

を
除
く

ら
八
時

告
示
第
八
〇
号

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
一

。）

三
〇
分

三
八
番
地
先
（
猿
橋
小

ま
で
の

入
口
交
差
点
南
側
十
字

間

路
交
差
点
）
ま
で
の
間

（
一
八
五
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
四



別
表
第
六
中

「
五
三
八

市
道
千

甲
斐
市
大
垈
二
、
〇
八

南
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
五
年
四
月

鳥
山
線

〇
番
地
先
（
県
道
島
上

る
大
型

一
八
日

（
農
道

条
宮
久
保
絵
見
堂
線
と

自
動
車

告
示
第
四
八
号

）

農
道
と
の
変
則
交
差
点

、
大
型

）

特
殊
自

動
車
、

特
定
中

型
自
動

車

」

を「
五
三
八

市
道
千

甲
斐
市
大
垈
二
、
〇
八

南
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
五
年
四
月

鳥
山
線

〇
番
地
先
（
県
道
島
上

る
大
型

一
八
日

（
農
道

条
宮
久
保
絵
見
堂
線
と

自
動
車

告
示
第
四
八
号

）

農
道
と
の
変
則
交
差
点

、
大
型

）

特
殊
自

動
車
、

特
定
中

型
自
動

車

五
三
九

国
道
五

甲
府
市
上
石
田
二
丁
目

西
進
す

七
時
か

甲
府

平
成
二
五
年
六
月

二
号

二
六
番
地
先
（
南
西
銀

る
車
両

ら
九
時

二
七
日

座
北
交
差
点
）

（
軽
車

ま
で

告
示
第
八
〇
号

両
を
除

く
。）

五
四
〇

国
道
五

甲
府
市
上
石
田
二
丁
目

西
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
五
年
六
月

二
号

二
六
番
地
先
（
南
西
銀

る
大
型

二
七
日

座
北
交
差
点
）

自
動
車

告
示
第
八
〇
号

、
大
型

特
殊
自

動
車
、

特
定
中

型
自
動

車

五
四
一

市
道

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

北
進
す

土
曜
、

甲
府

平
成
二
五
年
六
月

一
七
番
一
号
先
（
南
西

る
車
両

日
曜
、

二
七
日

銀
座
北
交
差
点
）

（
路
線

休
日
を

告
示
第
八
〇
号

バ
ス
、

除
く
七

通
学
通

時
三
〇

園
バ
ス

分
か
ら

、
二
輪

九
時
ま

、
軽
車

で

両
を
除

く
。）

五
四
二

国
道
二

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
一

南
進
す

終
日

笛
吹

平
成
二
五
年
六
月

〇
号

、
七
五
六
番
地
先
（
国

る
車
両

二
七
日

道
二
〇
号
上
り
線
側
道

告
示
第
八
〇
号

開
口
部
）

五
四
三

国
道
二

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
一

南
進
す

終
日

笛
吹

平
成
二
五
年
六
月

〇
号

、
六
〇
〇
番
地
先
（
国

る
車
両

二
七
日

道
二
〇
号
上
り
線
側
道

告
示
第
八
〇
号

開
口
部
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
中

「
九
五

国
道
五

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

東
進
す

土
曜
、

甲
府

平
成
二
五
年
四
月

二
号

一
一
番
一
二
号
先
（
南

る
車
両

日
曜
、

一
八
日

西
銀
座
北
交
差
点
）

（
路
線

休
日
を

告
示
第
四
八
号

バ
ス
、

除
く
七

通
学
通

時
三
〇

園
バ
ス

分
か
ら

、
二
輪

九
時
ま

、
軽
車

で

両
を
除

く
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
五



」

を「
九
五

国
道
五

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

東
進
す

土
曜
、

甲
府

平
成
二
五
年
四
月

二
号

一
一
番
一
二
号
先
（
南

る
車
両

日
曜
、

一
八
日

西
銀
座
北
交
差
点
）

（
路
線

休
日
を

告
示
第
四
八
号

バ
ス
、

除
く
七

通
学
通

時
三
〇

園
バ
ス

分
か
ら

、
二
輪

九
時
ま

、
軽
車

で

両
を
除

く
。）

九
六

市
道

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

北
進
す

七
時
か

甲
府

平
成
二
五
年
六
月

一
七
番
一
号
先
（
南
西

る
車
両

ら
九
時

二
七
日

銀
座
北
交
差
点
）

（
軽
車

ま
で

告
示
第
八
〇
号

両
を
除

く
。）

九
七

市
道

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目

北
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
五
年
六
月

一
七
番
一
号
先
（
南
西

る
大
型

二
七
日

銀
座
北
交
差
点
）

自
動
車

告
示
第
八
〇
号

、
大
型

特
殊
自

動
車
、

特
定
中

型
自
動

車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
九
中

「
四

市
　
道

大
月
市
駒
橋
三
丁

一
・
八

一
〇
・
〇

自
動
車

大
月
四
九
・
四
・
一

横
尾
踏

目
二
三
四
番
地
の

（
二
輪

一

切

二
先

、
小
型

一
六
号

特
殊
を

除
く
。

）

」

を「
四

市
道
横

大
月
市
駒
橋
三
丁

一
・
八

一
〇
・
〇

車
両
（

大
月
平
成
二
五
年
六

尾
踏
切

目
二
三
四
番
地
の

二
輪
、

月
二
七
日

二
先

自
転
車

告
示
第
八
〇
号

を
除
く

。）

」

に
、

「
五
〇

市
　
道

塩
山
市
牛
奥
三
、

四
・
〇

一
〇
・
〇

大
型
自

塩
山
平
四
・
三
・
五

下
萩
原

八
六
四
番
地
の
二

動
車

七
号

踏
切

先

大
型
特

殊
自
動

車

」

を「
五
〇

市
　
道

塩
山
市
牛
奥
三
、

四
・
〇

一
〇
・
〇

大
型
自

塩
山
平
四
・
三
・
五

下
萩
原

八
六
四
番
地
の
二

動
車

七
号

踏
切

先

大
型
特

殊
自
動

車

五
一

市
道
上

上
野
原
市
新
田
一

一
・
〇

二
三
・
〇

車
両

上
野
平
成
二
五
年
六

新
田
踏

、
三
五
二
番
地
一

原

月
二
七
日

切

先

告
示
第
八
〇
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
一
、
〇
八
五

県
　
道

山
梨
市
下
石
森
五
八
六
番
地
の
一
先

一

日
下
四
九
・
四
・
一
一

山
梨
市

（
重
川
橋
北
詰
）

部

一
六
号

停
車
場

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
六



線

」

を「
一
、
〇
八
五

削
除

日
下
平
成
二
五
年
六
月

部

二
七
日

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
一
、
〇
八
六

県
　
道

山
梨
市
歌
田
一
、
一
四
八
番
地
先

二

日
下
五
四
・
四
・
二
七

山
梨
市

（
吉
田
理
容
所
前
）
交
差
点

部

二
三
号

停
車
場

線

」

を「
一
、
〇
八
六

県
道
山

山
梨
市
歌
田
一
、
一
四
八
番
地
四
先

一

日
下
平
成
二
五
年
六
月

梨
市
停

（
重
川
橋
南
詰
十
字
路
交
差
点
）

部

二
七
日

車
場
線

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
二
、
四
一
三

国
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
〇
二
番
地

一

石
和
五
五
・
六
・
七

一
四
〇

先
（
松
本
清
三
方
前
）

二
四
号

号
線

」

を「
二
、
四
一
三

国
道
一

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
二
九
番
地
先

三

笛
吹
平
成
二
五
年
六
月

四
〇
号

（
石
和
温
泉
駅
北
口
北
側
丁
字
路
交

二
七
日

、
市
道

差
点
）

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
五
、
四
二
四

市
道

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
八
号
先

一

甲
府
平
成
二
五
年
四
月

（
甲
府
駅
北
口
よ
っ
ち
ゃ
ば
れ
広
場

一
八
日

南
側
市
道
上
）

告
示
第
四
八
号

」

を「
五
、
四
二
四

市
道

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
八
号
先

一

甲
府
平
成
二
五
年
四
月

（
甲
府
駅
北
口
よ
っ
ち
ゃ
ば
れ
広
場

一
八
日

南
側
市
道
上
）

告
示
第
四
八
号

五
、
四
二
五

市
道

甲
府
市
山
宮
町
一
、
一
七
七
番
地
五

一

甲
府
平
成
二
五
年
六
月

先
（
山
宮
保
育
園
入
口
十
字
路
交
差

二
七
日

点
）

告
示
第
八
〇
号

五
、
四
二
六

市
道

甲
斐
市
団
子
新
居
三
六
番
地
先
（
茅

二

韮
崎
平
成
二
五
年
六
月

ヶ
岳
東
部
広
域
農
道
と
市
道
と
の
十

二
七
日

字
路
交
差
点
）

告
示
第
八
〇
号

五
、
四
二
七

主
要
地

北
杜
市
高
根
町
下
黒
沢
二
、
三
一
八

一

北
杜
平
成
二
五
年
六
月

方
道
北

番
地
先
（
主
要
地
方
道
北
杜
八
ヶ
岳

二
七
日

杜
八
ヶ

公
園
線
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点

告
示
第
八
〇
号

岳
公
園

）

線

五
、
四
二
八

県
道
下

笛
吹
市
春
日
居
町
加
茂
二
二
九
番
地

一

笛
吹
平
成
二
五
年
六
月

神
内
川

一
先
（
か
す
が
い
保
育
所
西
側
丁
字

二
七
日

石
和
温

路
交
差
点
）

告
示
第
八
〇
号

泉
停
車

場
線

五
、
四
二
九

県
道
山

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
一
、
九
九

一

富
士
平
成
二
五
年
六
月

北
山
中

七
番
地
一
先
（
平
野
保
育
所
南
側
丁

吉
田
二
七
日

湖
線

字
路
交
差
点
）

告
示
第
八
〇
号

五
、
四
三
〇

県
道
富

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
二
、

一

富
士
平
成
二
五
年
六
月

士
河
口

四
九
二
番
地
先
（
県
道
富
士
河
口
湖

吉
田
二
七
日

湖
●
川

●
川
線
と
町
道
と
の
丁
字
路
交
差
点

告
示
第
八
〇
号

線

）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
七

 
 



五
、
四
三
一

主
要
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
西
一

一

富
士
平
成
二
五
年
六
月

方
道
富

番
地
一
先
（
主
要
地
方
道
富
士
河
口

吉
田
二
七
日

士
河
口

湖
精
進
線
と
町
道
と
の
丁
字
路
交
差

告
示
第
八
〇
号

湖
精
進

点
）

線

五
、
四
三
二

県
道
高

都
留
市
中
津
森
七
番
地
先
（
新
江
戸

一

大
月
平
成
二
五
年
六
月

畑
谷
村

川
橋
西
詰
十
字
路
交
差
点
）

二
七
日

停
車
場

告
示
第
八
〇
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
二
二
九

県
道
韮

東
八
代
郡
豊
富
村
浅

三
、
二
〇
〇

高
速
車

四
〇

南
甲
五
〇
・
四

崎
●
形

利
地
内
豊
積
橋
南
詰

中
速
車

府

・
二
七

豊
富
線

か
ら
東
八
代
郡
豊
富

一
九
号

村
関
原
一
、
二
〇
三

番
地
先
（
高
野
義
臣

方
）
ま
で

」

を「
二
二
九

主
要
地

中
央
市
浅
利
二
、
二

二
、
二
一
〇

車
両
（

四
〇

南
甲
平
成
二
五

方
道
甲

〇
二
番
地
二
先
（
作

原
付
・

府

年
六
月
二

府
中
央

興
橋
西
側
三
差
路
交

け
ん
引

七
日

右
左
口

差
点
）
か
ら
中
央
市

2
3
を

告
示
第
八

線
、
市

関
原
一
、
二
〇
三
番

除
く
。

〇
号

道

地
先
（
主
要
地
方
道

）

甲
府
中
央
右
左
口
線

と
市
道
と
の
三
差
路

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
一
、
七

市
道
増

甲
府
市
増
坪
町
七
〇

九
六
〇

車
両（

四
〇

南
甲
平
成
二
五

二
〇

坪
一
号

七
番
地
一
先
（
市
道

原
付
・

府

年
二
月
四

線

同
士
の
三
差
路
交
差

け
ん
引

日

点
）
か
ら
甲
府
市
上

2
3
を

告
示
第
一

町
九
三
五
番
地
先
（

除
く
。

三
号

環
境
セ
ン
タ
ー
西
交

）

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
、
七

市
道
増

甲
府
市
増
坪
町
七
〇

九
六
〇

車
両
（

四
〇

南
甲
平
成
二
五

二
〇

坪
一
号

七
番
地
一
先
（
市
道

原
付
・

府

年
二
月
四

線

同
士
の
三
差
路
交
差

け
ん
引

日

点
）
か
ら
甲
府
市
上

2
3
を

告
示
第
一

町
九
三
五
番
地
先
（

除
く
。

三
号

環
境
セ
ン
タ
ー
西
交

）

差
点
）
ま
で
の
両
側

一
、
七

主
要
地

中
央
市
浅
利
三
、
五

九
九
〇

車
両
（

三
〇

南
甲
平
成
二
五

二
一

方
道
甲

六
九
番
地
三
先
（
豊

け
ん
引

府

年
六
月
二

府
中
央

積
橋
南
交
差
点
）
か

3
を
除

七
日

右
左
口

ら
中
央
市
浅
利
二
、

く
。）

告
示
第
八

線

二
〇
二
番
地
二
先
（

〇
号

作
興
橋
西
側
三
差
路

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
七

県
道
四

西
八
代
郡
市
川
三
郷

六
〇
〇

車
両
（

三
〇

鰍
沢
平
成
二
五

二
二

尾
連
湖

町
市
川
大
門
二
五
〇

け
ん
引

年
六
月
二

公
園
線

番
地
先
（
市
川
南
幼

3
を
除

七
日

稚
園
前
十
字
路
交
差

く
。）

告
示
第
八

点
）
か
ら
西
八
代
郡

〇
号

市
川
三
郷
町
市
川
大

門
六
、
〇
五
〇
番
地

三
先
（
市
川
公
園
北

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
八



に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
四
六

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條

一
、
三
二
〇

車
両

終
日

南
ア
平
成
一
六

崎
●
形

一
、
五
三
三
番
地
先
（

ル
プ
年
一
〇
月

豊
富
線

内
回
り
本
線
と
外
回
り

ス

二
五
日

（
新
山

本
線
と
の
合
流
部
）
か

告
示

梨
環
状

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部

第
八
三
号

道
路
）

二
、
四
五
〇
番
地
一
先

（
県
道
韮
崎
●
形
豊
富

線
一
般
道
と
の
接
続
部

）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
四
六

削
除

南
ア
平
成
二
五

ル
プ
年
六
月
二

ス

七
日

告
示
第
八

〇
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
八
八
五

市
　
道

山
梨
市
歌
田
一
、
一
八
四
番
地
の
四

日
下
部
四
九
・
四
・
一
一

先
（
吉
田
理
容
所
北
側
）

一
六
号

」

を「
八
八
五

市
道

山
梨
市
歌
田
一
、
一
四
八
番
地
四
先

日
下
部
平
成
二
五
年
六
月

（
重
川
橋
南
詰
十
字
路
交
差
点
・
西

二
七
日

進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
五
、
六
九
九

県
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
北
川
（
北
川
橋
東

市
　
川
五
八
・
二
・
四

市
川
大

詰
）

一
〇
号

門
下
部

身
延
線

」

を「
五
、
六
九
九

県
道
市

南
巨
摩
郡
身
延
町
北
川
六
五
番
地
先

南
部

平
成
二
五
年
六
月

川
三
郷

（
北
川
橋
東
詰
丁
字
路
交
差
点
・
南

二
七
日

身
延
線

進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

」

に
、

「
七
、
一
六
〇

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
〇
九
番
地

南
甲
府
六
二
・
七
・
九

の
三
先
（
望
月
知
徳
所
有
空
地
南
側

二
七
号

）

七
、
一
六
一

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
一
一
番
地

南
甲
府
六
二
・
七
・
九

の
四
先
（
高
野
武
所
有
空
地
北
側
）

二
七
号

」

を「
七
、
一
六
〇

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
五
五
番
地

南
甲
府
平
成
二
五
年
六
月

二
先
（
町
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点

二
七
日

・
東
進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

七
、
一
六
一

市
道

甲
府
市
国
母
七
丁
目
四
番
一
六
号
先

南
甲
府
平
成
二
五
年
六
月

（
主
要
地
方
道
甲
府
市
川
三
郷
線
と

二
七
日

市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車

告
示
第
八
〇
号

両
）

」

に
、

「
一
、
一
六
九
八

県
道
万

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
三
九
二
番
地
一

日
下
部
平
成
二
五
年
四
月

力
小
屋

二
先
（
青
橋
交
差
点
北
東
角
左
折
導

一
八
日

敷
線

流
部
出
口
・
東
進
車
両
）

告
示
第
四
八
号

」

を「

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
三
九



一
、
一
六
九
八

県
道
万

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
三
九
二
番
地
一

日
下
部
平
成
二
五
年
四
月

力
小
屋

二
先
（
青
橋
交
差
点
北
東
角
左
折
導

一
八
日

敷
線

流
部
出
口
・
東
進
車
両
）

告
示
第
四
八
号

一
、
一
六
九
九

市
道

北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
六
、
八
一
一

北
杜

平
成
二
五
年
六
月

番
地
五
一
先
（
長
坂
消
防
署
前
丁
字

二
七
日

路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

一
、
一
七
〇
〇

市
道

北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
七
五
番
地
先

北
杜

平
成
二
五
年
六
月

（
農
道
と
市
道
と
の
三
差
路
交
差
点

二
七
日

・
南
進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

一
、
一
七
〇
一

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
二
九
番
地
先

笛
吹

平
成
二
五
年
六
月

（
石
和
温
泉
駅
北
口
北
側
丁
字
路
交

二
七
日

差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

一
、
一
七
〇
二

市
道

山
梨
市
歌
田
一
、
一
七
九
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
五
年
六
月

重
川
橋
南
詰
十
字
路
交
差
点
・
東
進

二
七
日

車
両
）

告
示
第
八
〇
号

一
、
一
七
〇
三

町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
一
、

富
士
吉
平
成
二
五
年
六
月

三
九
六
番
地
先
（
大
石
小
学
校
東
側

田

二
七
日

三
差
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
八
〇
号

一
、
一
七
〇
四

市
道

都
留
市
井
倉
七
五
九
番
地
一
九
先
（

大
月

平
成
二
五
年
六
月

沢
戸
橋
西
詰
丁
字
路
交
差
点
・
西
進

二
七
日

車
両
）

告
示
第
八
〇
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
八
一

国
道
四

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
〇
四
〇
番
地

日
下
部
平
成
二
〇
年
一
月
二
四

一
一
号

先
（
甲
州
市
役
所
前
）
か
ら
甲
州
市
塩

日

県
道
塩

山
赤
尾
六
一
三
番
地
二
先
（
赤
尾
交
差

告
示
第
四
号

山
勝
沼

点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
九
二
〇
メ
ー

線

ト
ル
）

」

を「
一
八
一

主
要
地

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
三
九
二
番
地
一
二

日
下
部
平
成
二
五
年
六
月
二
七

方
道
塩

先
（
青
橋
交
差
点
）
か
ら
甲
州
市
塩
山

日

山
勝
沼

赤
尾
六
一
三
番
地
二
先
（
赤
尾
交
差
点

告
示
第
八
〇
号

線
、
県

）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
一
、
一
九
五
メ

道
万
力

ー
ト
ル
）

小
屋
敷

線

」

に
、

「
二
〇
七

主
要
地

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
一
〇
号
先

甲
府

平
成
二
四
年
一
一
月
二

方
道
甲

（
朝
日
町
ガ
ー
ド
南
交
差
点
）
か
ら
甲

二
日

府
韮
崎

府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
先
（
エ
ク
ラ

告
示
第
一
二
五
号

線

ン
駐
車
場
南
側
）
ま
で
の
北
側
歩
道
（

二
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
二
〇
七

主
要
地

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
一
〇
号
先

甲
府

平
成
二
四
年
一
一
月
二

方
道
甲

（
朝
日
町
ガ
ー
ド
南
交
差
点
）
か
ら
甲

二
日

府
韮
崎

府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
先
（
エ
ク
ラ

告
示
第
一
二
五
号

線

ン
駐
車
場
南
側
）
ま
で
の
北
側
歩
道
（

二
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
八

主
要
地

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
四
二
九
番
地
一
先

日
下
部
平
成
二
五
年
六
月
二
七

方
道
塩

（
仲
沢
ガ
ー
ド
南
交
差
点
）
か
ら
甲
州

日

山
勝
沼

市
塩
山
上
於
曽
二
二
四
番
地
三
先
（
三

告
示
第
八
〇
号

線

差
路
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
三

九
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
中

「
二
八

国
道
一
三

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
二
、
五
四
四
番

三

平
八
・
一
二
・
一
九

九
号

地
の
一
先
（
東
恋
路
西
交
差
点
）

告
示
第
六
一
号

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
四
〇



を「
二
八

国
道
一
三

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
二
、
五
四

二

平
成
二
五
年
六
月
二

九
号

四
番
地
一
先
（
東
恋
路
西
交
差
点
）

七
日

告
示
第
八
〇
号

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

四
四
一
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四
四
二


